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勝山市の政治と自治

第１章

　私たちは勝山市に住み、同時に福井県にも属し

ています。勝山市民であり、福井県民なのです。

このような勝山市や福井県を地方公共団体（地方

自治体）といいます。勝山市役所や福井県庁に行

ってみるとわかるように、勝山市や福井県（地方

公共団体）は、そこに住む人々の生活に結びつい

た様々な仕事をしていることがわかります。

　私たちの卒業した小学校や今通っている中学

校は、勝山市によって設置されています。市内に

は、地域ごとにまちづくり会館や公園、児童セン

ターなどが置かれています。また、市の中心部に

市立図書館や市民会館、教育会館などがありま

す。ゴミの収集や処理、上下水道の整備、消防な

ども市の仕事です。冬になると、道路の除雪や融

雪も行っています。市は地域の高齢者や障がいの

ある人への支援も行っています。これは福祉とい

われますが、介護のほかにも困っている人のため

に、福祉健康センター「すこやか」などの施設を

設置しています。

１
私たちと
勝山市の政治

地方公共団体

市が行っている仕事

勝山市は私たちのためにどん
なことをおこなってくれてい
るのかな

▲

完成したゆめおーれ勝山 耐震補強工事が完成した
市役所本庁舎

村岡児童教室（むろこザウルス）
開所式の様子

定住化促進のため収得する
下毛屋宿舎

勝山市地域子育て支援センター

■ 公民的分野
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　勝山市は、市長を中心に図のような組織をつ

くり多くの仕事を行っています。勝山市など地

方公共団体の仕事は、住民の手により、住民の

ために行われるという地方自治の原則で運営さ

れています。そのため、勝山市長や勝山市議会

議員は､ 勝山市民の直接選挙で選ばれます。現

在の市長は、２０２０年１１月の選挙で選ばれまし

た。１４名の市議会議員は、２０２３年８月の選

挙で選ばれた人々です。この選挙は、それぞれ

４年に一度行われますから、次回の市長選挙は

２０２４年に、市議会議員選挙は２０２７年に行わ

れる予定です。市議会は、予算の承認を行った

り、条例を制定したりしています。　　　　　

　　　　　　

地方自治
地方自治とはどういうことかな

▲

　条例とは

　その地方公共団体にだけ適

用されるきまりのことをいう。

勝山市には、

		「はたや記念館『ゆめおーれ

勝山』の設置及び管理に関する

条例」などがある。

　現在の勝山市長は、

水上実喜夫氏です。
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令和４年度　勝山市行政機構
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勝山市の財源（令和４年度当初予算）

◎  勝山市の自主財源の割合は？
　
　　（　　　　　　）÷（　　　　　　）×１００＝（　　　　　　）

自主財源 依存財源

市税など

３８億１，６９６万円

地方交付税交付金、国庫支出金、県支出金、市債など

８１億１，１０４万円

総収入　１１９億２，８００万円 自主財源の割合の変化

H30

23.3％

Ｒ1

23.5％

Ｒ2

23.7％

Ｒ3

29.9％

← ←

①国から県へ任された仕事 

　○		公共下水道事業計画の認可

　○		国定公園の特別地域の指定	

②国から市へ任された仕事

　○		犬の登録、鑑札の交付

　○		児童扶養手当の受給資格の

　　		認定

③県から市へ任された仕事

　○		有害鳥獣の捕獲許可

　○		市教育長の任命

　　（県教育委員会の承認が
いらない）

　平成１１年（１９９９）、地方分権を実現する

ための関連法案が成立しました。地方分権と

は、地方公共団体が独自性を発揮して、自由

に活動できるようにしようとするものです。

そのため、それまでの国の仕事の多くが地方

公共団体に任せられるようになりました。

　ただ、地方公共団体が独自性を発揮して自

由に活動するには、それを可能にする財政が

必要です。しかし、勝山市などのような小規

模の地方公共団体の財政は豊かではありませ

ん。勝山市は市税などを収入としていますが、

これだけの収入で、市民のためにいろいろな

ことを行うことはできません。不足する分は、

国からの地方交付税交付金などで補われてい

ます。また、勝山橋の掛け替えなどのような

特定の活動を行うために、国庫支出金など国

や県からの補助も受けています。

　このように、勝山市独自の財源が少ないこ

とが問題になっています。

２
地方分権と住民参加

地方分権と地方財政

勝山市が独自性を発揮して活動を
行っていくためは、何が必要なの
かな

▲



－ 72－

　地方分権を充実させるためには、地方自治が

強化されなければなりません。地方自治の実現

のために、市民には市長や市議会議員の選挙の

ほか、条例の制定や市長・議員の解職（リコール）、

市議会の解散などを求める直接請求権が認めら

れています。勝山市では、2014 年から 2017 年

にかけて	2 件の住民監査請求が出され、直接請

求権がつかわれています。しかし、近年は、監

査請求が出されていません。さらに、福井オン

ブズマン勝山支部も設置されています。ここでは、

勝山市の行政が適正に行われているか監視してい

ます。いっぽう勝山市は、その活動を明らかにす

るために、広報「かつやま」を発行するなど情報

公開を行っています。また、図のようなホームペー

ジもつくられています。

住民参加

　

私たちにとって、地方分権は、

どうして大切なのかな

勝山市で出された監査請求

①旧福井県立勝山精華高等学

校の土地に係る補償費につ

いて

②違法不当な公金支出につい

て

▲

（勝山市役所のホームページ）　http://www.city.katsuyama.fukui.jp/


